　令和　　年　　月　　日　　
事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書（代表者以外の構成員用）
（あて先）札幌市長　秋　元　克　広　様

	【特定共同企業体の名称】
	

	
	

	（代表者以外の構成員）
	住所
	

	申請者
	商号又は名称　
	

	
	職・氏名　    
	
	㊞



入札告示のありました　　　　　　下水道管路維持管理業務に係る一般競争入札参加資格について確認されたく、下記のとおり申請します。
なお、申請者は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること及び告示に定める入札参加資格を満たす者であること並びにこの申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
	記載方法・添付書類について

	【表１】
	⑴主任技術者として配置する者の氏名を記載し、業務代理人補との兼務の有無について、該当するものに☑を付してください。

	
	⑵主任技術者の保有資格等について、該当するものに☑を付し、当該資格の合格証明書・登録証・資格者証等の写しを提出してください。

	
	⑶申請者と主任技術者との直接的かつ恒常的な（３か月以上継続した）雇用関係を証する書類については、上段の該当するものに☑を付し、該当挙証書類の写しを提出してください。なお、挙証書類がない場合は、下段に☑を付し、挙証書類を提出できない理由を具体的に記載してください。

	
	⑷業務代理人補として配置する者の氏名を記載してください。（主任技術者が兼任する場合は記載不要）

	
	⑸申請者と業務代理人補との直接的かつ恒常的な（３か月以上継続した）雇用関係を証する書類については、上段の該当するものに☑を付し、該当挙証書類の写しを提出してください。なお、挙証書類がない場合は、下段に☑を付し、挙証書類を提出できない理由を具体的に記載してください。（主任技術者が兼任する場合は記載・提出不要）

	【表２】
	⑴申請者が北海道知事又は札幌市長（北区のみ北海道知事に限る。）から発行された産業廃棄物収集運搬業許可証(事業の範囲に「汚泥」「廃プラスチック類」「木くず」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」が含まれており、本書申請日において有効なものであること。)の写しを提出してください。

	
	⑵申請者と資本関係・人的関係のある事業者が札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されている場合は、『有り』に☑を付し、別紙「資本関係・人的関係調書」を提出してください。

	
	⑶申請者が事業協同組合の場合は、当該組合員名簿を提出してください。

	※雇用関係を証する書類に係る注意事項
・配置予定技術者が申請者の「従業員（使用人）」又は「使用人兼務役員」である場合は、『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）』の写しを提出してください。
・配置予定技術者が申請者の役員等である場合は、『会社・法人の登記事項証明書』を提出してください。
・雇用関係を証する書類については、「氏名」「事業所の所在地・名称」「資格取得年月日等」「発行者等の名称」「発行・交付年月日」以外の項目はマスキングを施したうえで提出してください。


【表１】
	項　目
	確認事項
	添付書類等

	⑴主任技術者の氏名
	
	―

	
	業務代理人補との兼任　　
	□有り　□無し
	

	⑵上記主任技術者の保有資格等
	□１級建設機械施工管理技士　□２級建設機械施工管理技士
□１級土木施工管理技士　　　□２級土木施工管理技士
□技術士〔□上下水道部門（下水道）　□建設部門　
□総合技術監理部門(建設)〕
□下水道管路管理技士〔□総合技士　□主任技士　□専門技士〕
□下水道技術検定〔□第１種　□第２種　□第３種〕の合格者
□下水道管理技術認定試験(管路施設)の合格者
	左記の資格等の「合格証明書」「登録証」「資格者証」等の写しを提出すること。（必須）

	⑶上記主任技術者と３か月以上継続した雇用関係を証する書類
	□雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）
□会社・法人の登記事項証明書（発行後３か月以内のもの）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	左記の挙証書類の写しを提出すること。

	
	□下記の理由により挙証書類の添付はできませんが、上記主任技術者は３か月以上継続して直接雇用している当社の従業員であることを証します。
（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	※誤った内容で申請した場合は参加停止措置等の対象となるので留意すること。

	⑷業務代理人補の
氏名
	
	―

	⑸上記業務代理人補と３か月以上継続した雇用関係を証する書類
	□雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）
□会社・法人の登記事項証明書（発行後３か月以内のもの）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	左記の挙証書類の写しを提出すること。

	
	□下記の理由により挙証書類の添付はできませんが、上記業務代理人補は３か月以上継続して直接雇用している当社の従業員であることを証します。
（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	※誤った内容で申請した場合は参加停止措置等の対象となるので留意すること。



【表２】
	項　目
	確認事項
	添付書類等

	⑴産業廃棄物収集運搬業の許可
	北海道知事又は札幌市長が発行した許可証であること。
	左記の許可内容が確認できる「産業廃棄物収集運搬業許可証」の写しを提出すること。（必須）

	
	事業の範囲に汚泥・廃プラスチック類・木くず・
金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び
陶磁器くず・がれき類が含まれていること。
	

	⑵入札日現在における申請者と他の札幌市競争入札参加資格者等との資本関係・人的関係
	□有り　　
	別紙「資本関係・人的関係調書」を提出すること。

	
	□無し
	―

	⑶申請者が事業協同組合の場合
	「組合員名簿」を提出すること。


備考　電子メールによる提出（押印不要）を可とする。送信先等の提出方法は契約担当課の指示に従うこと。
